
農家基本台帳 新規(補正)登載申請書 

    年   月   日 

（あて先）四日市市農業委員会会長  

            申請者 住 所                  

                                 氏 名                  

                              連絡先                      

 

以下のとおり農業に従事していることに相違ないため、農家基本台帳への新規（補正）登載を申請します。 

なおこの申請に際し、農業委員会が住民基本台帳・固定資産課税情報・現地状況等を確認することに同意します。 

 

申請の理由 （                                                ） 

 

１ 世帯および世帯員の状況 

氏  名 生 年 月 日 続柄 
主たる 

耕作者 

農 業 

後継者 

農業従事 

日数 
兼 業 名 備 考 

        

        

        

        

        

        

        

※１ 「主たる耕作者」欄には、世帯員のうち 1 名に○を付けてください。 

※２ 世帯員のなかで農業後継者が決まっている場合には、「農業後継者」欄に○を付けてください。 

※３ 農業従事日数は、１日８時間換算として年間の従事日数を計算してください。０日の場合は記載不要です。 

 

２ 主要農業用機械の所有台数 

耕耘機 ﾄﾗｸﾀｰ 田植機 乾燥機 ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ ｺﾝﾊﾞｲﾝ 農用自動車 茶刈機 防除機 その他 

台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 

 

３ 農業用施設の保有規模 

農用倉庫 畜舎 ハウス その他   

棟 ㎡ 棟 ㎡ 棟 ㎡ 棟 ㎡ 棟 ㎡ 棟 ㎡ 

 

４ 主要家畜の飼育頭数 

乳用牛 （頭） 肉用牛 （頭） 豚 （頭） 採卵鶏 

(羽) 

ブロイラー 

(羽) 
他家畜  

搾乳牛 育成乳牛 乳用仔牛 肉用和牛 Ｆ１ 肉用仔牛 養豚 子豚 

            

【 裏面も記載してください 】 



 

５ 自己が所有する農地の状況 

農地の所在地番 
登記 

地目 

登記 

面積 ㎡ 
土地名義人 

現在の 

利用状況 

利用 

面積 ㎡ 
備考 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

※１ この項目の申請については、後日、事務局で現地の利用状況の確認を行ったうえで台帳に登載します。 

なお申請者において「農地の位置図」「公図」「土地全部事項証明書」などの参考資料をお持ちであれば、写しを添付してください。 

※２ 他の土地所有者からの借り入れ地、他の耕作者への貸し付け地については、農地法の許可等を受けた時点で台帳に登載されます。 

いわゆる「ヤミ小作」は農家台帳には登載できません。 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項 

 

１ 農業委員会に備え付けの台帳と変更のない項目については、「台帳記載のとおり」と記入してください。 

２ 四日市市の農家基本台帳に登録できる者は、四日市市の住民基本台帳等に登録されている者に限ります。 

３ 該当箇所に記入のうえ、農業委員会事務局へ提出してください。 

４ 事務処理の都合上、農家台帳への登録は１週間程度かかります。 

 

 

 

 

 

 上記の内容を確認しました。 

令和   年   月   日        農業委員                     

   

 

【 事務局処理欄 】 

世帯の状況   □ 筆の情報     □ 現地の状況  □ 台帳データの新設  □ 

   台帳データの整理  □ 

 


